
▲詳しくはこちら

給付金（３万円・２万円）を支給します
臨時特別給付金室　☎889-4411問

令和6年10月分より、児童手当の制度が改正されました。制度改正により、下記に当てはまる方は新たに申請が必要となります。

申
請
が
必
要
な
方

①所得上限限度額以上の所得があり、現
在、支給対象外となっている方

②高校生年代の児童のみを養育している
方（中学生以下の子を養育していない）

③現在、児童手当を受給中で、算定対象として登録されて
いない高校生年代の児童を養育している方

④現在、児童手当を受給中で、大学生年代の子がおり、高
校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方

下記に該当する方は届出が必要です。
①お子さんを出生したとき
②受給者が転入または転出したとき
③対象児童と別居することになったとき
④新たに児童を養育・監護するとき

※申請対象者が公務員である場合は、職場での申請手続きが必要です。
※申請対象者が南風原町外に住民登録している場合は、住民登録地での申請手続きが必要です。
令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は、令和6年10月分以降の児童手当をさかのぼって支給します。

支給対象
所得制限
支 給 月

支 給 額

改 正 後 （令和６年１０月分から）
高校生(18歳に達する日以後の最初の年度末まで)
なし
年6回（偶数月）
● 3歳未満
　第1子、第2子
　第3子以降・・・
● 3歳～18歳に到達した年度末まで
　第1子、第2子
 

● 3歳未満
● 3歳～小学校修了まで
　第1子、第2子
　第3子以降
● 中学生
● 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満
● 所得上限限度額以上

中学生(15歳に達する日以後の最初の年度末まで)
あり
年3回(10月、2月、6月）

改 正 前 （令和６年９月分まで）

15,000円
30,000円

10,000円
30,000円

・・・・・・・
・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15,000円

10,000円
15,000円
10,000円
5,000円
支給なし

改正内容

【児童手当の制度が改正されました】
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子どもの居場所委託実施団体の募集

児童手当の申請はもうお済みですか

令和7年度会計年度任用職員募集案内
第3子以降・・・・・・・・・・

詳しくは町ホームページをご覧ください ▲

❶拠点型子どもの居場所運営事業
❷若年妊産婦の居場所運営事業
❸若者の居場所運営事業

委託契約締結日から令和8年3月31日（火）▶委託対象期間

令和６年度住民税非課税世帯
１世帯あたり３万円、
子育て世帯には児童１人あたり２万円を加算

▶委託事業の内容・目的

　全国に比べて深刻な沖縄の子どもに関する状況に対応するため、町の実情を踏まえた以下3つの事業を実施するにあ
たり実施団体を公募します。

　国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、下記のとおり給付金を支給します。

実施団体は、南風原町子ども元気ROOM事業実施団体選定委
員会において事業計画書等を審査の上、面接し選定します。

ホームページにて必要書類などを掲載▶応　　募

▶選　　定

⑤対象児童を養育・監護しなくなったとき
⑥公務員になったとき、公務員でなくなったとき
⑦その他、世帯の状況等が変わったとき

総務課　☎889-4415①②に関すること　問
学校教育課　☎889-6181③④に関すること　問

その他多数の職種募集中です▶
（随時更新予定）

必要な資格等給料月額職 種 勤務時間

月～金（1日 7時間）社会福祉士 222,825 円～
（ボーナス年２回あり）

・社会福祉士
・普通運転免許①

月～金（1日 7時間）主任介護支援専門員
／介護支援専門員

・主任介護支援専門員又は
  介護支援専門員
・普通運転免許

②

月～金（1日 7時間）学習支援員 197,264 円～
（ボーナス年２回あり）

・教職員免許
（小学校・中学校・高校）③

月～土のうち週５日勤務
（１日 7.75 時間）幼稚園教論 239,000 円～

（ボーナス年２回あり） ・幼稚園教諭免許④

詳しい内容は、各担当窓口までお問い合わせください。（給料月額は予定額のため、変更となる可能性があります。）

主任介護支援：240,529 円～
介護支援：222,825 円～
（ボーナス年２回あり）

　町外認可外保育施設に通う児童の保護
者に対して、経済的負担を減らすために、
保育料の一部を助成します。

▶対　象

▶対　象 9:00～17:00（土日祝日を除く）▶受付時間
▶給付金

町外の認可外保育施設に通う児童の保護者
※ただし、幼保無償化認定者、企業主導型
保育施設利用者は除く
※R6年10月～R7年3月分の保育料が対象

▶申込方法 オンライン申請またはこども課来庁にて

▶料　金 月額 1,500円以内

▶申請期間 オンライン申請：3月1日～3月15日
こども課来庁　：3月3日～3月14日

町外認可外保育施設　利用助成金
　新たに幼児教育保育無償化を受けるためには事前
に町から保育必要理由の認定を受ける必要があります。
まだ認定を受けていない方は保育施設等の利用前に
申請をお願いします。

▶利用施設 ・認可外保育園の対象施設
・幼稚園・認定こども園（預かり保育利用者）など

▶対象者 ・3歳児～5歳児クラスのこども
・非課税世帯の0歳児～2歳児クラスのこども

▶申込期限 令和7年3月14日(金)まで

令和7年度幼児教育保育無償化の新規受付

※詳しくは町ホームページをご覧ください▶

※提出書類など詳しくは町ホームページ▶
　をご覧ください。

こども課　☎889-7028問
こども課からのお知らせ
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